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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

公布された条例のあらまし

◆職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（高知県条例第48号）

1　条例改正の目的

引越料金の高騰等により、実費額によって支給されている赴任に伴う移転料がその上

限額の範囲内に収まらない状況が発生していること等を考慮し、一定の要件を満たす場

合における移転料の上限額を定めることとした。

2　施行期日

この条例は、公布の日から施行することとした。

◆過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正する条例（高知県条例第49

号）

1　条例改正の目的

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法

律等の一部を改正する法律（令和 2年法律第58号）の施行による地域経済牽引事業の促

進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）の一部改正及

び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方

公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第94号）の一部改正がされたことに伴い、

同法及び同令の引用規定の整理をすることとした。

2　施行期日

この条例は、公布の日から施行することとした。

◆高知県環境影響評価条例の一部を改正する条例（高知県条例第50号）

1　条例改正の目的

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する

法律（令和 2 年法律第49号）の施行による電気事業法（昭和39年法律第170号）の一部

改正に伴い、同法の引用規定の整理をすることとした。

2　施行期日

この条例は、令和 3年 4月 1日から施行することとした。
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条 例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年12月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県条例第48号

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例（昭和29年高知県条例第36号）の一部を次のように改正する。

第21条第 2項中「同表」を「同表の 2」に改め、同条に次の 1項を加える。

4　移転料の実費額が第 1項各号に掲げる額を超える場合であって任命権者が知事に協議

して定める要件を満たすときにおいては、同項及び第 2項の別表第 1の 2の上限額は、

同表の 2の備考 2の規定によるものとする。

別表第 1の 2の備考を次のように改める。

備考　 1　移転料に係る路程の計算については、水路 4分の 1キロメートルをもって陸路

1キロメートルとみなす。

2 　第21条第 4 項に規定する場合における移転料の上限額については、

「140,000」とあるのは「280,000」と、「160,500」とあるのは「321,000」と、

「184,500」とあるのは「369,000」と、「228,000」とあるのは「456,000」と、

「374,000」とあるのは「561,000」と、「496,000」とあるのは「744,000」と、

「522,000」とあるのは「783,000」と、「558,000」とあるのは「837,000」と、

「648,000」とあるのは「972,000」とする。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、公布の日から施行する。

（知事等の給与、旅費等に関する条例の一部改正）

2　知事等の給与、旅費等に関する条例（昭和28年高知県条例第12号）の一部を次のよう

に改正する。

第 3条第 3項中「及び第33条第 1項ただし書」を「、第21条、第33条第 1項ただし書

及び別表第 1の 2の備考」に、「同条例第33条第 1項ただし書」を「同条例第21条第 1

項第 1 号中「別表第 1 の 2 」とあるのは「知事等の給与、旅費等に関する条例別表第

3」と、同項第 2号及び第 3号中「前号」とあるのは「知事等の給与、旅費等に関する

条例第 3条第 3項の規定により読み替えて適用する前号」と、同条第 2項中「前項第 3

号」とあるのは「知事等の給与、旅費等に関する条例第 3条第 3項の規定により読み替

えて適用する前項第 3 号」と、「別表第 1 の 2 」とあるのは「同条例別表第 3 」と、

「同表の 2」とあるのは「同表」と、同条第 3項中「第 1項第 3号」とあるのは「知事

等の給与、旅費等に関する条例第 3条第 3項の規定により読み替えて適用する第 1項第

3号」と、同条第 4項中「第 1項各号」とあるのは「知事等の給与、旅費等に関する条

例第 3条第 3項の規定により読み替えて適用する第 1項各号」と、「任命権者が知事に

協議して」とあるのは「知事が別に」と、「同項及び第 2項の別表第 1の 2」とあるの

は「同条例第 3条第 3項の規定により読み替えて適用する第 1項及び第 2項の同条例別

表第 3」と、「同表の 2の備考 2」とあるのは「同条例第 3条第 3項の規定により読み

替えて適用する別表第 1の 2の備考 2」と、同条例第33条第 1項ただし書」に、「とす

る」を「と、同条例別表第 1の 2の備考 2中「第21条第 4項」とあるのは「知事等の給

与、旅費等に関する条例第 3条第 3項の規定により読み替えて適用する第21条第 4項」

と、「「14 0 , 0 0 0」」とあるのは「同条例別表第 3 中「1 6 6 , 0 0 0」」と、

「「280,000」」とあるのは「「332,000」」と、「「160,500」」とあるのは

「「189,000」」と、「「321,000」」とあるのは「「378,000」」と、「「184,500」」

とあるのは「「216,000」」と、「「369,000」」とあるのは「「432,000」」と、

「「228,000」」とあるのは「「267,000」」と、「「456,000」」とあるのは

「「534,000」」と、「「374,000」」とあるのは「「440,000」」と、「「561,000」」

とあるのは「「660,000」」と、「「496,000」」とあるのは「「584,000」」と、

「「744,000」」とあるのは「「876,000」」と、「「522,000」」とあるのは

「「612,000」」と、「「783,000」」とあるのは「「918,000」」と、「「558,000」」

とあるのは「「656,000」」と、「「837,000」」とあるのは「「984,000」」と、

「「648,000」」とあるのは「「762,000」」と、「「972,000」」とあるのは

「「1,143,000」」とする」に改める。

（経過措置）

3　この条例による改正後の職員の旅費に関する条例又は前項の規定による改正後の知事

等の給与、旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の赴任に係る移転料

について適用し、同日前の赴任に係る移転料については、なお従前の例による。

過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和 2年12月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県条例第49号

過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

過疎地域等における県税の課税免除に関する条例（昭和45年高知県条例第37号）の一部

を次のように改正する。

第 2条第 6号中「第24条」を「第25条」に、「地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」を「地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定め

る省令」に改める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

高知県環境影響評価条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年12月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県条例第50号

高知県環境影響評価条例の一部を改正する条例

高知県環境影響評価条例（平成11年高知県条例第 5号）の一部を次のように改正する。

別表 5の項中「第38条第 3項」を「第38条第 2項」に改める。

附　則

この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。
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